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令和７年村上市教育委員会３月定例会会議録 

 

○ 日 時 

令和７年３月 18日（火）午後２時 00分 開会 

 

○ 場 所 

村上市総合文化会館 １階小ホール 

 

○ 出席委員 

遠 藤 友 春  教育長 

横 山 吉 夫  委員（教育長職務代理者） 

大 滝   豊  委員 

板 垣 英 樹  委員 

小 川 涼 子  委員 

 

○ 欠席委員 

なし 

 

○ 出席した事務局職員 

学校教育課長          小 川 智 也 

学校教育課 管理主事      仙 田   満 

〃   指導主事      木 村   博 

〃   指導主事      髙 橋 真 徳 

〃   参事        今 井 雅 仁 

〃   教育総務室長    鈴 木 祐 輔 

〃   未来の学校創造室長 中 山 晴 剛 

生涯学習課長          平 山 祐 子 

生涯学習課 社会教育推進室長   片 岡 昌 幸 

〃   スポーツ推進室長  佐 藤 克 也 

〃   スポーツ推進室主幹 菅 原 和 英 

〃   文化行政推進室長   吉 井 雅 勇 

〃   教育情報センター長 加 藤   渉 

村上教育事務所長        淺 野   宏 

神林教育事務所 副参事     鈴 木 将 利 

山北教育事務所長        本 間   宏 
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○ 欠席した事務局職員 

神林教育事務所長        田 村 富 夫 

 

 

○ 書 記 

学校教育課 教育総務室長    鈴 木 祐 輔 

 

○ 会議に付した議件等 

・会議録署名委員の指名について 

・２月定例会会議録の確認について 

・報第 13号  一般報告事項について 

・議第 34号 村上市立学校給食費の会計処理に関する規則を廃止する規則制定につい 

 て 

・議第 35号 村上市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則制定について 

・議第 36号 村上市学校給食費緊急支援金交付要綱制定について 

・議第 37号 村上市学校給食費多子世帯軽減助成金交付要綱の一部を改正する要綱制

定について 

・議第 38号 村上市教育支援センター設置要綱の一部を改正する要綱制定について 

・議第 39号 市指定文化財の指定について 

・議第 40号 史跡山元遺跡整備基本計画策定委員会設置要綱を廃止する要綱制定につ 

いて 

・議第 41号 史跡山元遺跡発掘調査指導委員会設置要綱制定について 

（追加議案） 

・議第 42号 村上市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則制定について 

 

 

 

遠藤教育長     午後２時 00分開会宣言 

 

遠藤教育長  ただいまより、令和６年度３月定例教育委員会を開会します。初め

に私のほうから一言ご挨拶させていただきます。 

まずもって、令和７年市議会第１回定例会で、私と小川教育委員さ

んの任命について上程していたのですが、議会より再任の同意を得る

ことができたことをご報告いたします。新たな任期は５月 21日からと

なりますが、私は４期目となり長くなりすぎていると思っております

が、もう３年間責任をもって取り組んでまいりますのでよろしくお願

いいたします。小川委員さんは２期目となります。５月の定例会でご
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挨拶をお願いいたします。 

さて、この人事案件を議会で協議いただいた際、毎月の定例教育委

員会で、委員の皆様にできるだけ発言をいただいて議事録に残るよう

にすべきではないかという趣旨の意見が寄せられました。定例教育委

員会では、報告事項や協議題に関する質疑や意見については委員の皆

様の発言が議事録に記載されますが、情報交換事項に関するご発言は

残りません。どうか、委員の皆様には、議事録に残る部分でも積極的

なご発言をいただけますよう私からもお願いいたします。 

このほか、一般質問では、学校教育に関する質問が多く、「大阪・関

西万博を学校は国際理解教育にどう活用していくのか」「学校でのタブ

レット端末の更新にあたり、現在使用している端末の処分を通じて、

環境保護、資源リサイクルに関する教育をどう考えるのか」「学校給食

に地元産の農産物をもっと多く取り入れ地産地消を図るべきではない

か」等の質問が出されました。議員から指摘いただいた内容は、どれ

も学校教育において大切な視点ですので、校長会等を通じて学校に働

きかけますと答弁しました。しかし、学校の働き方改革が叫ばれてい

る中、学校は教育活動に軽重をつけたり、バランスをとったりする必

要があると考えます。また、教育活動として取り入れるなら、指導す

べき時期を逸することのないようにしなければなりません。さらに、

地産地消の問題は、学校だけで解決できるものではないので、関係者

との連携が欠かせません。教育委員会として学校を支えていかねばな

らないと感じました。 

そんな中、「小中学校の英語教育の現状と課題について」質問があり

ました。教育基本計画に掲げている学力の成果指標の達成について、

なぜ「中学校卒業時英語検定３級以上の取得者の割合が少ないのか」

と尋ねられました。結局は、指導教科担任の熱意と指導力に関わって

くると答弁せざるを得ませんでした。特に英語に関しては、ALTに係る

費用、英語検定に係る費用をたくさんかけているのに、中学校におい

て数値に表れる費用対効果が出ていないことが残念に思われてなりま

せん。英語に限った事ではありませんし、様々な要因はあると思いま

すが、どうか中学校の先生方には校内の枠を外して、中学校区内の小

中の連携や、中学校教育研究会等で教科の指導力を本気で磨く取組を

実践していただきたいと願っております。以上、議会の話題の一部を

報告させていただきましたが、議員の方々も地域の将来を担う子ども

たちの健全な成長に向け、学校に期待しているところが大きいのだと

感じました。本日もよろしくお願いいたします。 
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・会議録署名委員の指名について 

 

遠藤教育長     それでは、会議録署名委員を指名させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

遠藤教育長     会議録署名委員は、大滝委員と小川委員にお願いします。 

 

 

・２月定例会会議録の確認について 

 

遠藤教育長     ２月定例会会議録について確認します。各委員には自分の発言が漏

れていないか、表現が違わないか確認していただきます。 

 

遠藤教育長  ２月定例会会議録について何かございますか。 

 

遠藤教育長   ２月定例会会議録は確認されました。 

 

 

・報第 13号 一般報告事項について 

 

遠藤教育長    報第 13号について上程します。 

最初に私から、一般報告事項を報告させていただきます。 

２月 11日、村上市地域スポーツ推進事業、出席しました。13日、第２

回文化財保護審議会、出席しました。18日、定例教育委員会、その後臨

時教育委員会、開催されました。23日、ものづくり体験フェス 2025マナ

ボーテで開催されました。25日、市議会第１回定例会初日でした。26日、

市議会代表質問。28日、一般質問がありました。３月１日、史跡村上城

跡整備委員会、開催されました。２日、新潟アルビレックス BBバスケッ

トボール新潟市で観戦しました。３月３日、一般質問。４日、市内中学

校卒業式、体調を崩し出席できませんでした。５日、指導主事会議。６

日、市校長会議。７日、市議会第１回定例会総務文教常任委員会、開催

されました。午後からは臨時市校長会議、開催されました。８日、𠮷田

正記念オーケストラコンサート、文化会館で開催されました。９日、ぶ

どうスキー場感謝祭、出席しました。午前中、紺綬褒章伝達式及び企業

版ふるさと納税感謝状贈呈式、出席しました。以上、報告させていただ

きました。 
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遠藤教育長  学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長    学校教育課の一般報告事項等について報告する。 

 

社会教育推進室長  社会教育推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

スポーツ推進室長  スポーツ推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

スポーツ推進室主幹 スケートパークの一般報告事項等について報告する。 

 

文化行政推進室長  文化行政推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

教育情報センター長 教育情報センターの一般報告事項等について報告する。 

 

遠藤教育長     それでは学校教育課、生涯学習課の報告事項について質疑等があり

ましたらお願いします。 

 

小川委員  文芸むらかみについて、今年度の文芸むらかみの表紙が素敵で手に

取りやすい。売れ行き状況はいかがでしょうか。 

 

社会教育推進室長  ほぼ昨年度と同様くらい、10冊ぐらい少なかった感じです。 

 

遠藤教育長  他、何かご意見ありますでしょうか。 

 （意見無し） 

 

遠藤教育長  それでは報第 13号の一般報告事項は了承されました。 

 

 

・議第 34号 村上市立学校給食費の会計処理に関する規則を廃止する規則制定につい 

 て 

 

遠藤教育長  次に、議第 34号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料の 11ページ、12ページをご覧ください。議第 34号ということ

で、村上市立学校給食費の会計処理に関する規則を廃止する規則制定

についてであります。令和６年度に学校給食会計を私会計から一般会
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計のほうに公会計化したということで、私会計の分に関する規則を今

回廃止するというものです。監査や決算など、何か不測の事態がある

かもしれないということで、その時に廃止はしておりませんでしたが、

１年を経過し現場でも問題がないということで、今回廃止を上程させ

ていただいたものです。以上、お願いします。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （意見無し） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 34号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 34号は承認されました。 

 

・議第 35号 村上市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 35号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料の 13ページ、14ページ、それから 22ページまで一式になりま

すが、議第 35号村上市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則制定

についてであります。今、令和７年度予算が市議会において審議してい

ただいているところです。令和７年度予算の中で、学校給食費の無償化、

４月から６月までの３か月の無償化事業を予算の中で計上しています。

その事業をやることに伴う規則の一部改正になります。14ページの別

記の方ですが、附則の３、小学校及び市立中学校において、令和７年４

月１日から令和７年６月 30日の間に実施される給食にかかる児童等の

給食費は、前項の規定にかかわらず、全額を免除する、この一文を附則

で記載して、期間を定めて無償化をするという内容の改正になっていま

す。一番下の行、様式第１号から、様式第７号を次のように改めるとい

う部分は前回、公会計化の際に規則改正をしたときに、横山委員からご

指摘のあった、各様式の宛先、村上市教育長となっておりましたが、村

上市教育委員会教育長が正しいのではということで、ご指摘受けました

ので、この機会に改めるようになっております。以上、お願いします。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 
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横山委員  事前に読ませていただきましたが、これについては３か月間という

区切りの理由と、そのお金については、市費のみなのか、それ以外の

ものなのか、内容を教えてください。 

 

学校教育課長  ３か月間というのが事業規模、予算額的には免除額で５千万円弱ぐら

いの金額になっていますが、国の物価高騰重点支援交付金という特定財

源を使っての事業ということで、これでも少し財源は足が出ているとい

う形になります。その特定財源の金額からして３か月ぐらいが上限だと

いう期間です。財源は、今ほど申し上げました通り国の交付金です。 

 

横山委員  交付金であれば市の持ち出しはないということですか。 

 

学校教育課長  詳しいことは今申し上げられないですが、少しつけ足しがあったよう

に記憶しています。 

 

横山委員  また後で、分かりましたら教えて下さい。 

  ２点目ですが、15ページのところ、前に見覚えがあるというか、昨

年度の書式の件ですが、これについて、15ページの枠の左側に給食費

の納付義務者（児童手当等受給者）ということですが、その下が児童生

徒ということですが、この申込書については、児童手当等の受給者用の

ということでよろしいでしょうか。 

 

学校教育課長   その枠の上に滞納があった場合の処理が記載されています。 

滞納があった場合は、児童手当から充当しますというところに、本人の

チェック欄が設けられているのですが、滞納した場合はそこから差し引

かせていただきますということを、本人から申し出ていただくために、

この欄を設けているわけです。そういう意味で、児童手当等の受給者と

いうかっこ書きを書かせていただいています。 

 

横山委員  前の段との関わりですが、先ほどの一部改正の中に、14ページのと

ころですが、全額を免除すると書かれているのですが、これは全児童生

徒対象にという意味ですか、それとも 15ページのような、児童手当等

の受給者家庭が対象ですか。 

 

学校教育課長  ３か月の無償化は、全児童生徒が対象です。 

 

横山委員  15ページの申込書の、書式はこの形でいいかどうか疑問なのですが。 
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学校教育課長  この 15ページの申込書というのは、年度を通して給食を申し込むと

きの申込書です。今回の無償化に対しての申込書とは違います。給食提

供の申込書になります。 

 

横山委員  この 14ページを受けての 15ページではないのですか。 

 

学校教育課長  はい、違います。 

 

横山委員  14ページ見た後に、15ページ見ましたら、ちょっと、違和感を覚え

ました。 

 

学校教育課長  給食費を公会計化する時に、一人ひとりの保護者から、この 15ペー

ジの給食提供申込書をいただいて、これを根拠に給食を提供して、給食

費を徴収してきています。この形の中で、４月から６月までの３ヶ月は

無償化し、無償化は減免で行いますというのが今回の事業の主なところ

です。 

 

横山委員  15ページの申し込み用紙の枠の上の段については、給食費の納付義

務者というのは、これは全児童生徒の保護者という意味ですね。 

 

学校教育課長  はい、そういう意味です。 

 

横山委員  その中で、特にその児童手当等の受給者も含むという意味ですね。 

 

学校教育課長  児童手当を受給している方が多いと思いますので、滞納があった場合、

そちらから差し引かせていただきますという意味で、本人の申し出をい

ただくための様式にしてあります。ただ、それは無償化とはまた別の給

食費の基本的なフォーマットとしてこういうやり方をとっています。 

 

遠藤教育長  様式第１号は全児童生徒の保護者からいただくのですね。 

 

学校教育課長  そうです。 

 

遠藤教育長  年間通しての給食に関わることですので。その中で、滞納があった場

合は、児童手当を受給している人は、そこから差し引かせてもらって良

いですかということも含めて、チェックしていただきます。 
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横山委員  そうしますと、この書式しかないということは、児童手当を受けてい

ない方については、２番目のチェック欄のところにチェックをするとい

うことですか。 

 

学校教育課長  そうですね。 

 

横山委員  提供を申し込みます、学校給食費を滞納した場合は納付書で納付しま

す、のところにチェックを入れるという形で全児童生徒の保護者から書

式をもらっている、ということなのですね。申込書に例外もあるかもし

れませんけど。 

 

遠藤教育長  アレルギー対応で給食を食べていないという子もいますか。 

 

学校教育課長  います。 

 

遠藤教育長  そうなると、申し込みません、になるのですか。そういう家庭は。 

 

教育総務室長   申し込みません、になると思います。 

アレルギー対応につきましても、後ほどの議案の中で、その方々に対

するフォローの方も盛り込ませてもらっています。 

 

遠藤教育長   全保護者が、これは出すのですね。 

 

学校教育課長   はい。 

 

横山委員  もう１点、15ページの件なのですが、３か月を過ぎて７月からの分

については、また新たにこれを出してもらうのか、あるいは、変えるの

ですか。 

 

学校教育課長  いえ、令和６年度と同様の形に戻るだけです。特に、新たに出しても

らう必要はありません。 

 

横山委員  年度初めに出してもらう様式１号の形で１年間通すということです

ね。 

 

学校教育課長  はい。 
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横山委員  はい、分かりました。ありがとうございました。 

 

遠藤教育長  保護者は７月分の給食費から、他の諸経費といろんなお金と合わせて

学校側は徴収計画を立てるのですよね。 

 

学校教育課長  そうです。 

 

遠藤教育長  他、ございませんか。 

 

大滝委員  給食費をこの３ヶ月に限って無償にするということは今までこうい

うことはあったのでしょうか。初めての試みでしょうか。 

 

学校教育課長  ないと思います。 

 

大滝委員  今交付金を受けて、こういう事業をやるということは初めてだと聞き

ましたが、それはいろいろ物価高とか、保護者が大変な状況で、少しで

も支援をするという意味なのでしょうが、これの事業をやって、それで

どの程度保護者の方が助かっているのかとかですね、何かしらその事業

を終えた後は検証が必要だと思います。どういう形でこの事業をやって、

それがどういう影響をおよぼしたのかということの検証はどんな形で

やるのでしょうか。 

 

学校教育課長  考えられるのはアンケートとかです。 

 

大滝委員  アンケートですかね。 

 

学校教育課長  そこはまだ具体的にこうやりたいというところまでは決めておりま

せん。 

 

大滝委員  ３か月わずかな期間ですけれども、ある程度助かったっていう方もい

らっしゃるでしょうし、給食費払うのは当たり前だっていうふうに我々

はそういうふうな感覚でいたので、それが３か月、突然無償になってど

うなのだろうと疑問なものですから、ここをしっかり終わってからの、

どうだったかなっていう振り返りが必要な気がしています。 

 

遠藤教育長  現在、物価高騰分として、小学校は 33円、中学校は 39円補助してい
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るのですよね。 

 

学校教育課長  はい。 

 

遠藤教育長  また、そういうふうな形に７月からは戻ると。給食費の無償化も国が

進めようとしています。小学校は令和８年度からというふうな声も出て

いるのですけども、いつからになるのか分かりません。そういう国の動

きも見ていかなければならないと思います。 

 

板垣委員  14ページの別記ところで、今、３か月と入っているが、また終わっ

た段階でまた改正という事で出てくることになるのでしょうか。この期

間が終わったら。 

 

学校教育課長  いえ、ここに期間をうたっておりますので、そこは、敢えて消さなく

ても良いのかなと思います。 

 

板垣委員  横山委員さんが言われたように、一番下の一行がどうしても次の様式

が全額免除に対して繋がっている言葉になっているかなと思うので、何

か良い手立てがないものかと読んでいました。 

 

遠藤教育長   宛先を改めただけなのですよね。 

 

学校教育課長  はい。 

 

遠藤教育長  それなのに全額免除の改正をする、というふうに改めたと誤解されま

す。 

 

学校教育課長  法制執務を通して行うとこうなってしまいます。 

 

教育総務室長  改正議案を出しますと、改正したところを列記するような表記になっ

てしまいますので、今回も、３か月無償化の分を新しくつけます、以前

からご指摘のあったところをこのタイミングで一緒に直します、と改正

個所を列記していきますと、このように繋がった形で表示されてしまい

ます。これは表記上このような並びになってしまいますので、関連性が

ない全く違う改正を、同時にやったことによって、このような並びにな

ってしまいますので、分かりづらくて申し訳ないのですが、どうしても

こうなってしまいます。 
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板垣委員  説明を聞けば納得できます。分かりました。 

 

遠藤教育長   保護者がわかりにくいとか、そういうことはないですよね。 

 

学校教育課長  はい。 

 

遠藤教育長  ご指摘ありがとうございました。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 35号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 35号は承認されました。 

 

・議第 36号 村上市村上市学校給食費緊急支援金交付要綱制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 36号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料の 23ページから 29ページまでになります。議第 36号、村上市

学校給食費緊急支援金交付要綱制定について、先ほど村上市立の小・中

学校の３か月間の給食の無償化についてお話ししましたが、市立の小・

中学校は免除の形で行いますので、先ほどの規則の中で行うわけなので

すけれども、市立以外の小・中学校に通っている住所が村上市内にある

お子さんは、先ほどの規則では支援出来ないので、同様に支援するため

に支援金の要綱を制定して支援するという内容になります。この要綱の

対象者は、村上中等教育学校、村上特別支援学校、そういった市立以外

の学校に通われているお子さんが対象になるものです。 

先ほど話が出ましたアレルギーで、弁当持ちをしている子に対しても、

この支援金の中で支援していきたいという内容です。 

24ページの第２条、要件のところに対象者を記載しています。市内

に住所を有し、市立小学校以外の小学校、市立中学校外の中学校に通っ

ている人が対象になる、ということで記載していますし、第２条の第２

項では、食物アレルギーなどの理由で給食の提供を受けず、という先程

の徴収規則での免除を受けないものは、こちらで対象とするということ

を記載しています。 

25ページをご覧ください。この中で支援金、金額的な部分を別表で

定めています。第２条第１項に該当するものというのは、先ほど申し上
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げました特別支援学校ですとか、中等教育学校のお子さんが対象になり

ます。物価高騰支援分を除く金額を、３か月の期間で 55食免除する内

容になっています。第２条第２項に該当するもの、こちらがアレルギー

のお子さんになります。こちらは最初から物価高騰支援の対象に入って

おりませんので、本来の給食の金額を丸々支援するという形で定めてお

ります。26ページ以降はこういった申請を受けて支援金を交付すると

いう申請形式になりますので、それに係る各様式を定めたのが、29ペ

ージまでの内容です。以上、お願いします。 

 

遠藤教育長  第１項に該当する部分の、物価高騰支援部分は、県が補助しているの

でしたか。 

 

学校教育課長  はい。 

 

遠藤教育長  だから、入らないのですよね。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （意見無し） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 36号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 36号は承認されました。 

 

・議第 37号 村上市学校給食費多子世帯軽減助成金交付要綱の一部を改正する要綱制定に

ついて 

 

遠藤教育長  次に、議第 37号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料の 30ページから 34ページまでになります。議第 37号、村上市

学校給食費多子世帯軽減助成金交付要綱の一部を改正する要綱制定に

ついて、こちらも給食の関係ですが、多子世帯、第３子以降のお子さん

については、給食費の無償化を令和４年度の途中から行ってきました。

その時は、私会計学校で持っていた給食会計でしたので、その会計に対

して補助をするという形でやっていたのですが、公会計化に伴いまして

第３子以降の無償化も、ほとんどが減免になっていまして、先ほどの規

則の改正の中で飲み込んでいるのですけれども、この要綱は、市立以外
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の小・中学校に行っている子で、第３子以降の子がいた場合に、この要

綱の対象になるという、そういったちょっとレアなケースになります。

実際今までも１名とか２名とかその程度の実績しかないのですが、ルー

ル上こういう支援も定めておく必要があるということで、今回あげさせ

てもらったものです。今回の無償化に伴って、アレルギー対応のお弁当

持ちの子にも、支援が必要であるということで、特別支援学校の第３子

以降の子がアレルギーで弁当持ちだった場合、給食を食べないので給食

費が徴収されない、でも、弁当を作って持たせるという負担はある、と

いう状況が生まれています。今までのこの要綱ではそこに対して支援で

きなかったのですが、今回第２条の第２項のところで、アレルギー対応

の一文を加えまして、そういった弁当持ちの子にも支援できるように改

正をするというのが、今回の改正の内容になります。今、予定としてこ

ういう子がいるのかどうかというのはわからないのですが、ルールとし

てこういうふうに支援出来るルールを定めておきたいことで今回あげ

させていただきました。以上、お願いします。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

遠藤教育長   これは３か月間のルールですか。 

 

学校教育課長  いえ、これは通年ですね、第３子以降は通年で無償化にしています。 

 

横山委員  この第３子等というのが、新しく入った言葉でしょうか。 

 

学校教育課長  いいえ。新旧対照表をご覧いただくと、少しわかりやすいかと思いま

すが、第２条の２項と第３条あたりですね。食物アレルギーなどの理由

で、免除を受けない者を対象に加えるという、そこが今回の改正の一番

大事なところになっております。 

 

横山委員  確認ですが、前に３番目以降の子というところの解釈だったのですけ

れども、第１子が大学生であっても扶養していれば１子目ですというの

をここで聞いた覚えがあるが、それの解釈については変わらないです

か？ 

 

学校教育課長  変わらないです。親の扶養に入っていれば、大学生でも第１子という

考え方です。 
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横山委員  分かりました。 

 

遠藤教育長  アレルギーのお弁当持ちの子も救う、というそういう趣旨の改定です

ね。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 37号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 37号は承認されました。 

 

・議第 38号 村上市教育支援センター設置要綱の一部を改正する要綱制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 38号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料の 35ページから様式を含め 42ページまでになります。 

議第 38号村上市教育支援センター設置要綱の一部を改正する要綱制定

についてということで、前回の定例教育委員会でこれまで適応指導教室

と呼称していた部分を教育支援センターという形に変えさせていただ

きました。今回は、この教育支援センターの中でも、朝日ひまわりルー

ムと山北のしおさいルーム、この場所、朝日は総合体育館、山北も体育

館の方にルームを置いていたわけですが、荒川や神林は教育事務所が入

っている建物の一室に教育支援センターを置いていて、そちらの方が何

かと運営しやすいというので、以前から、朝日や山北もそういうふうに

できないかというのが課題としてありました。今回、ひまわりルームは

総合文化会館の中に、しおさいルームはさんぽく会館の中に設置するよ

うに調整を図りたいというそういった改正の内容になります。 

生涯学習課とも相談させていただきまして、朝日文化会館の方は館長

室、さんぽく会館の方は相談室、であれば設置することが可能というこ

とで今回開設をするものです。39ページ以降の様式ですが、これは文

言の修正です。39ページであれば、表頭に村上市教育支援センターと

入っていますが、村上市というのが落ちていたので、今回追加させても

らう内容ですし、宛先のかっこ書きも修正させてもらいました。学年児

童氏名を書くところ、第という言葉を追加しましたし、一番下の大きい

枠ですが、教育支援センターの前に村上市という文言を追加しています。

そういった文言修正が、様式の内容になっています。以上、お願いしま

す。 
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遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

小川委員  以前、ちょっとお伺いしたときに、しおさいルームの方は利用して

いるお子さんがいらっしゃらないようでしたが、現在、しおさいルー

ムの方に通ってらっしゃるお子さんはいるのでしょうか。 

 

山北教育事務所長  しおさいルームの方は、現在利用されている児童はいらっしゃらな

い状況です。 

 

小川委員  いつでも利用できるように整えておくのは大切です。ありがとうご

ざいました。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 38号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 38号は承認されました。 

 

・議第 39号 市指定文化財の指定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 39号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  議第 39号市指定文化財の指定について説明をさせていただきます。

本日机上に議第 39号の差し替えを配布しております。所有者の欄、以

前にお配りした所有者の欄が村上市というふうに記載しておりました

が、正しくは早川寺となりますので、本日差し替えをお願いしたもので

ございます。確認不足で大変申し訳ございませんでした。 

本案は、令和６年６月 20日付で教育長から村上市文化財保護審議会

会長宛に諮問していました早川寺の船絵馬 10点の村上市指定文化財の

指定について、令和７年２月 13日付で答申があったものです。 

答申では、本市の歴史や文化を考える上で、学術的価値の高いもので

あり、村上市指定文化財に指定の上、保護すべきであるとのご意見であ

りましたので、村上市文化財保護条例第４条第１項の規定に基づき、市

指定文化財に指定をしようというものでございます。なお参考までに資

料を配布してございますので、後程ご覧いただければと思います。以上、

よろしくお願いします。 

 

遠藤教育長   吉井室長、No.９と No.10について説明してください。 
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文化行政推進室長  一覧表、配布資料３枚目をご覧ください。船絵馬と申しますのは、

荷を運んで商売した船主が、航海の安全を願って地元の神社への奉納

したものです。これが１番から８番で、一覧表や写真にあります通り

船名や船主の名前が記載されています。しかし、ご覧のとおり９番 10

番につきましては、船名や船主名がありません。当初、実際に奉納し

た１番から８番の指定を考えましたが、審議会の皆様から、９番 10番

には何も書き込まれていないが、奉納するために買い求めたもので、

これらも危険を覚悟で商売した北前船の性格を示す重要な歴史的資料

だろうとの意見があったため、９番と 10番を追加したものです。 

 

遠藤教育長   はい、ありがとうございました。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

大滝委員  この船絵馬なのですが現在、早川寺の方にかけられているわけです

けど、知っての通り海岸端というのは潮風が吹くところなので非常に

傷みが今後心配なのですが、こういう保管については今後の見通しの

ようなものはありますか。 

 

文化行政推進室長   指定に至る前から、委員のおっしゃることは懸念事項として認識し

ておりました。答申の最後に村上市指定文化財に指定の上、保護すべ

きとあるように、今後所有者の早川寺様から寄託したいとの申出があ

ればお預かりしたいと考えますが、まだ具体的な施設は決まっていま

せん。早急に検討したいと思います。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 39号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 39号は承認されました。 

 

・議第 40号 史跡山元遺跡整備基本計画策定委員会設置要綱を廃止する要綱制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 40号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  議第 40号史跡山元遺跡整備基本計画策定委員会設置要綱を廃止する

要綱制定について説明をさせていただきます。 
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この要綱は史跡山元遺跡の保存活用を図るため、整備基本構想となる

史跡山元遺跡整備基本計画策定を目的とした委員会の設置について定

めたものでございますが、整備基本計画は今年度末に策定することから、

当該要綱を廃止するものでございます。以上、お願いします。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （意見無し） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 40号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 40号は承認されました。 

 

・議第 41号 史跡山元遺跡発掘調査指導委員会設置要綱制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 41号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  第 41号、史跡山元遺跡発掘調査指導委員会設置要綱制定について説

明をさせていただきます。 

国史跡山元遺跡の保存管理・活用・整備の基本的な方向性と、その方

法を定めることを目的に、本年３月 31日に史跡山元遺跡整備基本計画

が策定されます。 

この計画策定に携わった史跡山元遺跡整備基本計画策定委員会の中

で、計画に基づいた整備を推進するにあたり、追加の発掘調査を実施す

る必要があるとの指摘をいただきました。このことから教育委員会が実

施する発掘調査において、各分野の専門家などから発掘全般に対する指

導、助言をいただくため、史跡山元遺跡発掘調査指導委員会を新たに設

置するものでございます。以上、お願いします。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

横山委員  今現在答えられる範囲でいいのですが、この委員の構成メンバー６人

以内ということですが、お城山の時でしたか、東京の方のかたとか、専

門の方がなかなか近くいらっしゃらないということで、かなり遠くの方、

学識経験者の方をお呼びしていたというのもあるのですが、今回もそう

いう形になっていくのでしょうか。 

文化行政推進室長   同じでございます。 
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この度、委嘱する予定の委員は整備基本計画策定委員会委員をお願

いしていた方々です。新潟市にお住いの奈良大学名誉教授、東京在

住の明治大学名誉教授、新潟大学災害・復興科学研究所の教授の皆

様にお願いする予定です。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 41号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 41号は承認されました。 

 

（追加議案） 

・議第 42号 村上市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 42号について上程します。説明をお願いします。 

 

教育総務室長   議第 42号についてご説明いたします。 

こちらは、村上市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則制定

です。具体的には、小・中学校で英語の授業にあたられています外国

語指導助手 ALTの先生方の給料ですとか、それから身分の制度を定め

た規則ですが、こちらの中で、報酬の部分ですね、こちらの部分を増

額するという改定でございます。こちらの金額につきましては、毎年

というわけではないが変更のあった年に、派遣元であります一般財団

法人自治体国際化協会 JETプログラムの方から通知が参りまして、令

和７年度の ALTの報酬月額をこのようにしてくださいということで、

通知がありました。 

令和７年度の方針につきましては、令和７年１月に入ってからだっ

たと思うのですが、通知が来ましたので、令和７年度予算の編成もほ

ぼ終わった頃だったのですが、財政課と協議してその分の予算を増額

して今回の議会で審議をいただいているところであります。 

主に改正となりましたのは、給与のところ、休暇のところが JETの

方で指示のあった内容の通りに改正させていただきました。以上お願

いします。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

遠藤教育長  著しく報酬が上がっているというわけじゃないのですよね。 
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教育総務室長  はい。色々な物価とか、日本で暮らす際の経費が上がっております

ので、仕方ないのかなというふうな感じでおります。 

 

横山委員  基本的な疑問なのですが、JETの方からそういうお話があった場合に、

受け入れ先のこちら村上市、関川村、市町村、そこの規則全部その都

度変える形になるということですか。 

 

教育総務室長  その通りだと思います。JETの方からひな型が送られてくるのですが、

ほぼその通りにやっていると思われますので、各自治体でも規則の変

更をやっておられると思われます。 

 

横山委員  これはあくまでも県全体で何か、ひな型というか、金額とか全県的

な動きではなくて、市町村がそれを受けて、就業規則という形で、作

っていくというのが前から行われているやり方ですかね。 

 

教育総務室長  そうです。完全に JETのひな型と全く同じではないのですが、例えば

村上市の場合ですと、夏季休暇の日数は、JETで定める日数よりも多い

日数を付与しておりますので、その辺は、条件が良い方でということで、

こちらの村上市の規定の方を使っておりますが、育児休業に関する箇所

や大切なところは、JETの準則にならっておりまして漏れ落ちないよう

にしました。 

 

横山委員  はい、分かりました。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 42号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 42号は承認されました。 

 

 

遠藤教育長     予定された議案について全て審議終了しましたが、その他あります

でしょうか。 

          （意見無し） 

 

遠藤教育長     次回定例会の予定をお願いします。 

 

学校教育課長    ４月の定例会ですが、４月 22 日火曜日午前９時 30 分から、村上市
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朝日支所 ２階第１会議室にて開催したいと思います。 

 

遠藤教育長     各委員に確認し、全員了承する。 

 

遠藤教育長     以上をもちまして、令和７年村上市教育委員会３月定例会を終了し

ます。 

 

午後３時６分閉会 

 

以上、会議のてん末を承認し、署名する。 

 

教  育  長                

 

会議録署名委員                 

 

会議録署名委員                

 


